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設等の運営に関する基準等の改正について



 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
改
正
に
つ
い
て
 

 令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
１
０
月
１
日
ま
で
の
間
に
国
の
基
準
に
改
正
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て

下
記
の
と
お
り
取
り
纏
め
て
い
ま
す
。
 

 ①
母
体
保
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
施
行
に
伴
う
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
整
備
 

 母
体
保
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
 

公
布
年
月
日
番
号
 
令
和
５
年
１
２
月
２
６

日
内
閣
府
令
第
８
６
号
 

施
行
年
月
日
 
公
布
の
日
（
一
部
：
令
和
６

年
４
月
１
日
）
 

 特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
２
６
年
内
閣
府
令
第
３
９
号
）
 

 一
部
改
正
府
令
に
よ
る
各
府
令
の
改
正
は
、

デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査
会
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
「
デ
ジ
タ
ル
原
則
に
照
ら
し
た
規
制
の
一
括
見
直
し
プ
ラ
ン

」
（
令

和
４
年
６
月
３
日
デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査

会
決
定
）
及
び
「
デ
ジ
タ
ル
原
則
を
踏
ま
え
た
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直
し
に
係
る
工
程
表
」
（
令
和
４
年
１
２
月
２
１
日

デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査
会
決
定
）
に
基
づ

き
、
各
府
省
が
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直
し
を
進
め
て
い
る
中
で
行
わ
れ
た
改
正
で
す
。
当
該
工
程
表
に
お
い
て
次
の
よ
う

な
見
直
し
方
針
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
部
改
正
府
令
で
は
、
基
準
府
令
を
含
む
こ
ど
も
家
庭
庁
所
管
の
内
閣
府
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
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○
 
基
準
府
令
第
２
３
条
に
規
定
す
る
施
設

の
重
要
事
項
の
書
面
掲
示
の
義
務
付
け
を
見
直
し
、
書
面
掲
示
に

加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

 ○
 
基
準
府
令
第
６
２
条
に
規
定
す
る
、
磁

気
デ
ィ
ス
ク
及
び
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
等
の
使
用
に
よ
る
記
録

の
交
付
を
定
め
た
規
定
に
お
け
る
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、

シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
に
つ
い
て
、
技
術
中
立
性
を
明
ら
か
に
す

る
観
点
か
ら
、
媒
体
の
種
類
を
示
さ
な
い
形
の
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
文
言
の
適
正
化
を
図
る
こ

と
と
す
る
。
 

 
新

旧

 
第
２
３
 
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や

す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の

他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る

重
要
事
項
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公

衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の

求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
３
 
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や

す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の

他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る

重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
新

旧

 
第
６
２
条
　
（
略
）
 

２
　
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付

又
は
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
当
該
書
面
等
の
交
付

又
は
提
出
に
代
え
て
、
第

4 
項
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等
利
用
給

付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

等
」
と
い
う
。
）
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「

記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
特
定

第
６
２
条
　
（
略
）
 

２
　
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付

又
は
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
当
該
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
代
え
て
、
第

4 
項
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
施
設
等
利
用
給

付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者

等
」
と
い
う
。
）
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
特
定
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教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等

は
、
当
該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

　
一
　
（
略
）
 

　
二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

教
育
・
保
育
施
設
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保
護
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等

は
、
当
該
書
面
等
を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

　
一
　
（
略
）
 

　
二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て

調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
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②
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
１
０
月
１
日
施
行
分
）
 

公
布
年
月
日
番
号
 
令
和
７
年
４
月
２
５
日

法
律
第
２
９
号
 

施
行
年
月
日
 
令
和
７
年
１
０
月
１
日
 

 地
域
限
定
保
育
士
制
度
の
一
般
制
度
化
 

国
家
戦

略
特
別
区

域
に

限
り
認

め
ら

れ
て
い

る
地
域
限

定
保
育

士
制

度
を
一

般
制

度
化
。

登
録
し

た
都
道
府

県
等
に

お
い

て
の
み

保
育

士
と

し
て
業

務
を

行
う
こ

と

が
で
き
、
登
録
後
３
年
経
過
し
一
定
の
勤
務
経
験
が
あ
る
場
合
に
は
、
通
常
の
保
育
士
と
し
て
当
該
都
道
府
県
等
以
外
で
も
業
務
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
資
格
制
度
を

創
設
。
 

  家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
第
６
１
号
）
 

 
新

旧

 
（
職
員
）
 

第
２
３
条
 
略
 

２
 
家
庭
的
保
育
者
(法

第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
市
町
村
長
が
行
う
研
修
(
市
町
村
長
が
指
定
す

る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)
を
修
了
し
た
保
育
士

法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認

定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内

又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
特
区
法
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
五
第
三

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
（
以
下
「
事
業
実
施
区
域
」
と

（
職
員
）
 

第
２
３
条
 略

 

２
 
家
庭
的
保
育
者
(
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)は

、
市
町
村
長
が
行
う
研
修
(
市
町
村
長
が
指
定
す

る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)
を
修
了
し
た
保
育
士

(
特

区
法

第
十

二
条

の
五

第
五

項
に

規
定

す
る

事
業
実

施
区

域
内

に
あ

る
家

庭

的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る

国
家

戦
略

特
別
区

域
限

定
保

育
士

)
又

は
保

育
士

と
同

等
以

上
の

知
識

及

び
経
験
を
有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。
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い
う
。）

内
に
あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行

う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士

、
当

該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地

域
限
定
保
育
士
（

以
下
「
地
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）

又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二

項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
（
以
下
「
国
家
戦
略
特
別
区

域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。
）
)
又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
者
と
す
る
。
 

３
 
略
 

（
職
員
）
 

第
二
十
九
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体

の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
あ
っ
て

は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
又
は
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型

に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・
３
　
略
 

(
職
員
)
 

第
三
十
一
条
 
小
規
模
保
育
事
業

B
型
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
小
規
模
保
育
事

業
所

B
型
」
と
い
う
。
)
に
は
、
保
育
士
(
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又

               ３
 
略

 
（
職
員
）
 

第
二
十
九
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の

五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に

あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型

又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
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は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所

B
型
に
あ
っ
て
は
、
保
育

士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該

事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
)
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
(
市

町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)

を
修
了
し
た
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
)
、
嘱

託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全

部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

B
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

B
型
に
あ
っ
て

は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・
３
 
略
 

(
職
員
)
 

第
四
十
四
条
 
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
(
認
定
地
方
公

共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る

地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)、

嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所

内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事

を
搬
入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・
３
　
略
 

(
職
員
)
 

模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

  ２
・
３
　
略
 

(
職
員
)
 

第
三
十
一
条
 小

規
模
保

育
事
業

B
型
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
小
規
模
保
育
事

業
所

B
型
」
と
い
う
。
)
に
は
、
保
育
士
(
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に

規
定

す
る

事
業

実
施

区
域

内
に

あ
る

小
規

模
保

育
事

業
所

B
型

に
あ

っ
て

は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保

育
士
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)そ

の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村

長
が

行
う

研
修

(
市

町
村

長
が

指
定

す
る
都

道
府

県
知

事
そ

の
他

の
機

関
が

行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了
し
た
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事

者
」
と
い
う
。
)
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所

B
型
又
は
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事

業
所

B
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ２
・
３
 
略
 

(
職
員
)
 

第
四
十
四
条
 保

育
所
型

事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
(
特
区
法
第
十

二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所

内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
嘱
託
医
及
び
調
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第

四
十

七
条

 
事

業
所

内
保

育
事

業
(
利

用
定

員
が

十
九

人
以

下
の

も
の

に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と

い
う
。
)
を
行
う
事
業
所
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
)
に
は
、
保
育
士
(
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域

内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て

は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お

い
て

同
じ

。
)
そ

の
他

保
育

に
従

事
す

る
職

員
と

し
て

市
町

村
長

が
行

う
研

修

(
市

町
村

長
が

指
定

す
る

都
道

府
県

知
事

そ
の

他
の

機
関

が
行

う
研

修
を

含

む
。
)
を
修
了
し
た
者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
)、

嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全

部
を
委
託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所

に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ

て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ２
・
３
　
略
 

(
職
員
)
 

第
四

十
七

条
 
事

業
所

内
保

育
事

業
(
利

用
定

員
が

十
九

人
以

下
の

も
の

に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と

い
う
。
)
を
行
う
事
業
所

(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
)に

は
、
保
育
士
(
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に

あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)そ

の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市

町
村

長
が

行
う

研
修
(
市

町
村

長
が

指
定

す
る

都
道
府

県
知

事
そ

の
他

の
機

関

が
行
う
研
修
を
含
む
。
)
を
修
了
し
た
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事

者
」
と
い
う
。
)、

嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所

内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
第
６
３
号
）
 

           

 
新

旧

 
（
職
員
）
 

第
１
０
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
放

課
後

児
童

支
援

員
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

っ

て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２

５
２
条
の
１
９
第
１
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第
２
５
２
条
の
２
２
第
１

項
の
中
核
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
保

育
士
又
は
○
○
県
の
区
域
に
係

る
法
第
１
８
条
の
２
９
に
規
定
す
る

地
域
限
定
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
 

（
職
員
）
 

第
１
０
条
 略

 

２
 
略
 

３
 
放

課
後

児
童

支
援

員
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

っ

て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２

５
２
条
の
１
９
第
１
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第
２
５
２
条
の
２
２
第
１

項
の
中
核
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
 
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
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虐
待
対
応
の
強
化
 

保
育
所
等
の
職
員
等
に
よ
る
虐
待
に
関
す
る
通
報
義
務
等
を
創
設
 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第

2
9 
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
保
育
所
等
の
職
員
に
よ
る
虐
待
に
関
す
る
通
報
義

務
等
を
創
設
。
 
 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
8
 
年
法
律
第

7
7
 
号
。

以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
保
育
所
と
同
様
の
通
報
義
務
等
の
仕
組
み
を
設
け
た
。
 

 児
童
福
祉
法
の
改
正
を
受
け
、
児
童
福
祉
法

第
３
３
条
の
１
０
が
改
正
さ
れ
、
道
場
に
第
２
項
及
び
第
３
項
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
基
準
の
同
条
の
引
用
が
改

め
ら
れ
た
。
 

 特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
２
６
年
内
閣
府
令
第
３
９
号
）
 

  

 
新

旧

 
（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
２
５
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員

は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
３
３
条
の
１
０
第
１
項
各
号
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園

法
第
２
７
条
の
２
第
１
項
各
号
、
幼
稚
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職

員
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
２
８
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
認
定
こ

ど
も
園
法
第
２
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
２
５
条
 特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も

に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
３
３
条
の
１
０
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。
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家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
第
６
１
号
）
 

 放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
第
６
３
号
）
 

 
新

旧

 
（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１
２
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
３

３
条
の
１
０
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に

有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１
２
条
 家

庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
３

３
条
の
１
０
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な

影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
新

旧

 
（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１
２
条
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第

３
３
条
の
１
０
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有

害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１
２
条
 放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第

３
３
条
の
１
０
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な
影

響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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